
今年は老年者非課税措置がなくなるため、税額は昨年よりも増えることになります。

控除しきれなかった分は
住民税から控除されます。

所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった人

４そその４
住宅ローン控除は、去年までは所得税のみに適用される控除
でしたが、税源移譲によって所得税額が減った結果、住宅ロー
ン控除限度額を所得税からだけでは控除しきれなくなる場合
があります。そこで、税源移譲前後の税負担が変わらないよ
うにするため、所得税で控除しきれない住宅ローン控除額を
住民税から控除する措置が設けられました。平成11年から18
年末までに入居した人が対象で、平成20年度から28年度ま
で適用されます。

平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、
平成20年１月１日現在お住まいの市区町村へ「市町村民税道
府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書（役場税務課にあ
ります）」を、３月17日月までに提出してください。

平成20年以降、住民税の住宅ローン控除
の適用を受けるためには、毎年申告が必要
となります。

住民税の住宅ローン控除の適用を受ける人 住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法
年末調整をした人（所得税の確定申告をしない人） 源泉徴収票を添付して役場税務課へ提出
所 得 税 の 確 定 申 告 を す る 人 所得税の確定申告書とともに田川税務署へ提出

住民税の老年者非課税措置廃止の
経過措置がなくなります

平成17年１月１日時点で65歳以上であった人へ

５そその５

●住宅ローン控除モデルケース
夫婦+子ども２人　給与収入700万円（住宅ローン控除可能額：27万円）の場合

申告期限は
３月17日月３月17
までです。

65歳以上の人（昭和15年１月２日以前に生まれた人）に適用されていた非課税措置が、少子高
齢化が急速に進行するなかで、年齢に関わらず公平に税負担を分かち合う観点から、平成18年度課
税分以降廃止されました。急激な税負担を軽減する経過措置として、平成18年度には税額の2/3、
平成19年度には税額の1/3が軽減されていましたが、平成20年度にはこの経過措置がなくなります。

●平成17年度
合計所得金額
125万円以下の人

非課税

●平成18年度
経過措置第1段階として
税額の2/3を減額

1/3課税

●平成19年度
経過措置第２段階として
税額の1/3を減額

2/3課税

●平成20年度
経過措置の廃止

全額負担

●住民税の老年者非課税措置廃止の経過
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